
改正規程 
                             高崎経済大学附属図書館 
 
   ○ 高 崎 経 済 大 学 附 属 図 書 館 規 程 
                            昭和３２年５月６日 
                             設     定 
                           改正（中略） 

                              平成 12年 7月 12日 学内告示第 11号 

                              平成 14年 3月 20日 学内告示第 20号 

                              平成 15年３月 19日 学内告示第 12号 

 
改正後 
第７条 図書館の開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。ただし、休業期

間中については、午前９時から午後５時までとする。 
 
   附 則 
 この規程は、昭和３２年５月６日から施行する。 
   （中略） 
   附 則（平成 12年 7月 12日学内告示第 11号） 
 この告示は、平成１２年７月１２日から施行する。 
   附 則（平成 14年 3月 20日学内告示第 20号） 
 この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成 15年 3月 19日学内告示第 12号） 
この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 

 
 
改正前 
第７条 図書館の開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。ただし、土曜日

及び春・夏・冬季休業期間については、午前９時から午後５時までとする。 
 
 
 


